
沼津港振興基本計画策定委員会設置要綱 

 

（設置） 

第１条 沼津港の新たなビジョンの基本理念、方針に基づく具体的な施策を検

討するため、「沼津港振興基本計画策定委員会」（以下「委員会」）を置く。 

 

（事務所掌） 

第２条 沼津港の将来を考える有識者会議での提言を、具体的な施策へ反映し

た行動計画を策定すること。 

 

（組織） 

第３条 委員会は、知事が委嘱した委員をもって構成する。 

２ 委員の任期は、１年とする。 

３ 委員会には委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

４ 委員長は委員会を代表し、会務を総括する。 

５ 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外のものに対し、委員会へ

の出席を求め、意見を聴取することができる。 

 

（委員会の開催） 

第４条 委員会は、委員長が必要と認めるとき、若しくは委員から要請があっ

た場合に開催する。また、委員会の議長は委員長がこれにあたる。 

 

（事務局） 

第５条 委員会の事務局は、静岡県交通基盤部港湾局港湾企画課に置く。 

２ 事務局は、委員会の運営に関する事務及びその他の事務を処理する。 

 

（情報公開） 

第６条 委員会は原則公開とする。 

 

（雑則） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委

員長が定める。 

 

附 則 

この要綱は平成 26年 11月 26日から施行する。 
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